
　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業

Ⅰ　経常収益
1　受取会費   

正会員受取会費 210,000  210,000 2１団体×1万円

賛助会員受取会費 838,000  838,000
  

受取寄付金   
3　受取助成金等 　  

(1)東京都体育協会助成金 170,000  170,000
(2)ジュニア育成推進・シニア振興事業委託金 761,369  761,369 都体協委託事業

4　事業収益
(1)各種ｽﾎﾟｰﾂ大会等の企画、運営事業収入 1,604,875  1,604,875 市民大会・スポレク大会・パラスポーツ

(2)体育･ｽﾎﾟｰﾂ機関との連携・その施策への協力事業 8,250  8,250 納涼・新春スポーツ関係者交流会

(3)研修等事業 0
(4)自動販売機事業 459,776 459,776
(5)コピー手数料事業  62,028 62,028 62,028÷@4円＝15,507枚

5 受取利息 42  42
　

6 指定管理事業 17,566,282 　 17,566,282
経常収益計 21,158,818 521,804 21,680,622 　

　　 　 　 　
Ⅱ　経常費用

１　事業費 　 　 　 　

　　　　(1)各種ｽﾎﾟｰﾂ大会等の企画、運営事業費 924,875 924,875 市民大会･スポレク大会・パラスポーツ

(2)各種ｽﾎﾟｰﾂ教室・講習会等の企画、運営事業 110,904 110,904 理事研修会・イベント振興

(3)各種ｽﾎﾟｰﾂ指導者の養成・登録及び派遣事業 710,000 710,000 指導者養成・振興費4団体

(4)各種ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手及び役員派遣事業 42,000 42,000 都民大会等

(5)各種ｽﾎﾟｰﾂ優秀者・功労者の表彰事業 33,093 33,093 体育協会功労賞記念品

(6)市民へのｽﾎﾟｰﾂ情報の収集及び提供 228,844 228,844 体協だより・HP維持管理費

 (7)体育･ｽﾎﾟｰﾂ機関との連携・その施策への協力事業 22,488 22,488 納涼･新春ｽﾎﾟｰﾂ関係者交流会

(8)ｽﾎﾟｰﾂ振興事業及び体育施設の運営管理事業 7,863 240,000 247,863 市民祭・共同体会計顧問

(9)ジュニア育成推進・シニア振興事業 761,369 761,369 都体協委託事業

  事業費計 2,841,436 240,000 3,081,436
２　管理費  　 　

   (1)人件費   　
　　給料手当　 14,437,106 294,635 14,731,741  

  　　 法定福利費(厚生年金・労働保険・社会保険等） 718,591 14,665 733,256 　

   (2)その他の経費 　
　　消耗品費(事務用品･ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料) 68,041 18,608 86,649 その他(15,507枚×1.2円)

　　光熱水費（体協事務所）　 35,982 87,432 123,414
　　通信運搬費（電話代・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）　　 127,286 127,286 　

  　　賃貸料（ｺﾋﾟｰﾘｰｽ代） 74,789 122,025 196,814 その他(196,814円×62％)

　　旅費交通費 38,320 38,320 職員通勤費含む　

　　負担金 180,000 180,000 都体協･市町村体協

　　会議費 5,600 5,600 通常総会

　　交際費 2,826 2,826 各市体協周年･慶弔費

　　税務会計顧問料(業者登録料含む) 336,500 336,500
　　雑　費(残高証明書・振込手数料他) 91,287 91,287 賠償責任保険25,361円

　　福利厚生費 19,325 394 19,719 健康診断・ユニホーム等

　　什器備品費 64,900 64,900 PC等

　　印刷製本費 0 0
　管理費計 16,200,553 537,759 16,738,312  

経常費用計 19,041,989 777,759 19,819,748  

　　当期経常増減額 2,116,829 -255,955 1,860,874  

　　　　経理区分振替額 0 0 0
　　　　税引前当期正味財産増減額 0 0 1,860,874

　 926,400
 　税引後当期正味財産増減額 934,474

　 　 6,010,242
　 　 6,944,716

　          　　　　     　　 令和３年度　　活動計算書

　科　　　　　　　　　　目 その他の事業 合　　計

2　受取寄付金

　　                                                             　　　　   特定非営利活動法人　狛江市体育協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　次期繰り越正味財産額

　　　　法人税、消費税、住民税及び事業税

　　　　前期繰越正味財産額

　　　　　　　　　　　  　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　　  説　　　明


